


葬儀費用や当面の生活費には、預金よりも簡単に、よりスムーズに引き 出せる 「しんくみ相続信託」をおすすめします。

万一に備えて。
すぐ必要になるお金に備える

ご存知ですか?

家庭裁判所への遺産分割の相談件数が増えています。ご主人がお亡くなりになった場合、
たとえ奥さまでもすぐには預金を引き出せません。

■銀行（信用組合）への届け出書類の例相続のお手続きには、奥さまと
お子さま、さらにご親戚との話し
合いが必要になる場合もあります。

CHECK 2

・故人の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票
・相続人全員の戸籍抄本・印鑑証明書・住民票・実印
・遺産分割協議書
・所有者登録のある財産書類等 

96,277100,000

150,000

（件）

■家庭裁判所における相続関係の相談件数

出所：最高裁判所「司法統計」
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銀行（信用組合）は、預金者の死亡を確認すると、死亡した人の預金口座に
ついて入出金停止の設定をします。  

今後はさらに高齢化が進むことから、遺産をめぐる家庭裁判所の
相談件数は増えていく可能性があります。

平成   年からの14 年で10

平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24

CHECK 1

そんなまさかをご家族に 遺したくない方へ。
「お金はあるのに、下ろせ ない？！」

とある家族の場合

急に亡くなるなんて…

えっ、えっ、
お金が下ろせ
ないの?!

みんなに相談して役所をまわって・・・

時間がかかるし
大変だわ～

CHECK 2

書類がたくさん必要
なんだよ。用意しないと…。

銀行に連れて
いってくれる？

CHECK 1

父さん名義の口座は

入出金停止になるよ。葬儀費用や
当面の必要資金を
用意しなくちゃね。
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しんくみ

申込人（ご本人さま）からお預かりしたご資金を、
申込人（ご本人さま）に相続が発生した際に、あらかじめご指定
いただいた受取人の方に一括でお渡しする仕組みです。

相続が発生したとき、複雑な手続きに
悩まされることなく、スムーズに受取人が
ご資金を一括で受け取ることができます。

すぐ必要になるお金に備える

「しんくみ相続信託」の特長

信託商品では、その管理に必要なコストを管理報酬（信託報酬）として申込人（ご本人さま）に

ご負担いただく場合がありますが、「しんくみ相続信託」は無料としています。
管理報酬とは＊

安心の
元本保証です。

大切なご資金を守りながら
運用できます。

元本が保証されている
商品なので安心です。

中途解約ができる商品
なので安心です。

（ただし全部解約のみとなります。）

管理報酬は
無料です。

＊

中途解約が
できます。

特長 1 特長 2 特長 3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

遺言書を作成することなく、ご資金の受取人を決定できます。

お申し込みは100万円から。手軽に始められます。

相続の際は、全額を一括で受け取ることができます。

媒介

信用組合 オリックス銀行

ご
生
前

＊原則として信用組合の普通預金口座を開設していただきます。

信用組合
（信託契約代理店）

オリックス銀行
（受託者）

申
込
人（
ご
本
人
さ
ま
）が

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後

信託契約の締結1.

4.一括受取＊

金銭の信託2.

信託財産の
管理・運用

3.

年1回、配当金を
お支払いいたします。

「しんくみ相続信託」の仕組み

受取人
（配偶者さま等）

申込人
（ご本人さま）

自分に万一のことが
あったあと、妻にはすぐに
使える資金を用意してあげたい。

入院費用に葬儀費用、
いろいろと入り用だったけど、
すぐにお金を引き出せて
助かったわ。

3 4



ご資金のお支払い

相続人となる者であれば、甥や姪も
受取人に指定することはできますか？

できます。相続人となる方であれば、
甥御さまや姪御さまもご指定できます。

相続人となる者以外を受取人に
することはできますか？

できません。受取人は相続人となる方の中から
ご指定ください。

最短何日くらいでお金を受け
取れますか？

相続人が受け取る資金は、
相続税の対象となりますか？

受取人に必要書類を信用組合へご提出いた
だき、信用組合でお手続きの完了後、5営業日
後を目安に信用組合預金口座にお支払いい
たします。

※ただし、お支払いのご請求が受け付けできない期間が
　あります。
※原則、信用組合に開設いただいた預金口座への振り
　込みとなります。

相続税の課税対象となります。
なお、被相続人の他の財産と合算した財産額が、
相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の
申告が必要となります。
税務上のお取り扱いの詳細については、
税理士や所轄税務署などにご確認ください。

受取人を変更することは
できますか？

中途解約はできますか？

できません。受取人の変更をご希望の場合は、
本契約をご解約のうえ、新たにお申し込み
いただく必要がございます。

できます。ただし一部解約はできません。裏表
紙ページ記載の信用組合までご連絡ください。

未成年を受取人にすることは
できますか？

できません。信託契約日において満20歳以上
の方で、後見人等の代理を必要とされない方
とします。

Q

Q

Q Q

QQ

Q

Q

A

A

A A

AA

A

A

受取人を複数指定することは
できますか？

できません。複数ご指定の場合は、
受取人ごとに契約が必要となります。

お受け取りの場合に必要な書類等

相続発生時のご資金のお受け取り方法 「しんくみ相続信託」に関するQ&A

医師の死亡診断書
または

除籍謄本等

死亡診断書

◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

〈しんくみ相続信託〉
証書 ※信用組合窓口にて

　ご記入いただきます。

支払請求書

受取人の
本人確認書類（写し）

受取人の
捺印（認印可）

申込人（ご本人さま）と受取人の個人番号を
確認できる書類（写し）

●□□□□◇□□□□◇□□□□◇□□□□◇□□□□◇□□□□◇□□□□◇
　□□□□◇□□□□◇□□□□◇□□□□◇

氏名 ○○　○○

個人番号
1234  5678  9012

昭和00年00月00日生

住所　◯◯県□□市△△町○丁目○番○号
氏名　○○　○○

◯◯◯◯◯◯◯　　◯◯◯

●◯◯◯◯◯【◯◯◯◯／◯◯◯／◯◯】
（◯◯◯◯◯◯）【◯◯・◯◯・◯◯・◯◯】

20○○年○月○日まで有効 性別 女

個人番号
カード

年　月　日◯◯◯◯

署名

□□市長

信用組合へのご連絡

書類の準備とご提出

まずは受取人ご本人から電話してください。
お手続きの詳細をご案内いたします。
「〈しんくみ相続信託〉証書」「通知書」などを
お手元にご準備いただくとスムーズにご案内できます。

しんくみ信用組合

信用組合
信用組合の窓口にてお手続きいただきます。
原則、お手続きいただいた信用組合預金口座への
ご資金のお支払いとなります。

お受け取りに必要な書類をご用意いただき、
信用組合の窓口にご来店ください。
ご提出いただく書類の詳細については、
下段の「お受け取りの場合に必要な書類等」をご覧ください。
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